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時
日
時

場
場
所

集
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合

人
対
象
・
定
員

費
費
用

内
内
容

師
講
師

保
一
時
保
育

締
締
切
日

申
申
込

問
問
合
先

HP
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

ｅ
Ｅ
メ
ー
ル

避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
へ
の

避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
へ
の

登
録
を
受
付

登
録
を
受
付

避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
へ
の

登
録
を
受
付

災
害
時
の
避
難
に
支
援
が
必
要
な
方
は
区
へ
届
出
を

失
業
や
借
金
な
ど
経
済
的
な
困
り
ご
と
を
支
援

失
業
や
借
金
な
ど
経
済
的
な
困
り
ご
と
を
支
援

相
談
窓
口・住
居
確
保
給
付
金・就
労
準
備
支
援

相
談
窓
口・住
居
確
保
給
付
金・就
労
準
備
支
援

失
業
や
借
金
な
ど
経
済
的
な
困
り
ご
と
を
支
援

相
談
窓
口・住
居
確
保
給
付
金・就
労
準
備
支
援

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
伴
う

帰
還
困
難
区
域
等
か
ら
転
入
さ
れ
た
方
へ

国
保
等
の
負
担
金
の
免
除
と
保
険
料
の
減
免
を
延
長

国
保
等
の
負
担
金
の
免
除
と
保
険
料
の
減
免
を
延
長

国
保
等
の
負
担
金
の
免
除
と
保
険
料
の
減
免
を
延
長

国
保
等
の
負
担
金
の
免
除
と
保
険
料
の
減
免
を
延
長

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
申
込
者
で
新
た
に

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
申
込
者
で
新
た
に

要
介
護
度
１・２
に
な
っ
た
方
へ

要
介
護
度
１・２
に
な
っ
た
方
へ

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
申
込
者
で
新
た
に

要
介
護
度
１・２
に
な
っ
た
方
へ

特
例
入
所
要
件
該
当
申
告
書
等
の
提
出
を

特
例
入
所
要
件
該
当
申
告
書
等
の
提
出
を

区
で
は
、
平
成
26
年
度
か
ら
災
害

が
発
生
し
た
際
に
自
力
で
避
難
す
る

こ
と
が
困
難
な
方
を
掲
載
し
た
「
避

難
行
動
要
支
援
者
名
簿
」
を
作
成
し

て
い
ま
す
。
今
年
度
は
7
月
1
日
を

基
準
日
と
し
て
対
象
と
な
る
方
を
抽

出
し
、
名
簿
を
更
新
し
ま
す
。
更
新

に
あ
た
り
、
地
域
団
体
等
に
提
供
す

る
「
同
意
方
式
名
簿
」
へ
の
登
録
を

希
望
す
る
方
か
ら
の
届
出
を
受
け
付

け
ま
す
。

な
お
、
次
の
方
は
す
で
に
名
簿
に

登
録
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
改
め
て
の

届
出
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

〇
平
成
26
年
7
月
に
区
か
ら
発
送
さ

れ
た
「
江
東
区
避
難
行
動
要
支
援

者
名
簿
の
外
部
提
供
同
意
書
」
を

提
出
し
た
方

〇
す
で
に
「
江
東
区
避
難
行
動
要
支

援
者
名
簿
の
登
録
届
出
書
兼
外
部

提
供
同
意
書
」
を
提
出
し
た
方

※
支
援
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
場
合

に
は
区
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
取
下

届
を
お
送
り
し
ま
す
。

区
で
名
簿
登
録
の
対
象
と
し
て

い
る
方

①
75
歳
以
上
で
一
人
暮
ら
し
、
ま
た

は
75
歳
以
上
の
方
だ
け
の
世
帯

②
介
護
保
険
制
度
の
要
介
護
3
〜
5

に
該
当
す
る
方
（
特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
に
入
所
し
て
い
る
方
は
除
く
）

③
身
体
障
害
者
手
帳
の
肢
体
不
自
由

（
各
個
別
等
級
）
1
・
2
級
、
視
覚

お
よ
び
聴
覚
障
害
の
1
・
2
級
に
該

当
す
る
方

④
愛
の
手
帳
の
1
・
2
度
に
該
当
す

る
方

⑤
右
記
①
〜
④
に
該
当
し
て
い
な
い

が
、
災
害
時
の
避
難
に
支
援
を
希
望

す
る
方

①
〜
④
の
方
で
同
意
方
式
名
簿
へ

の
登
録
を
希
望
す
る
方
お
よ
び
⑤
の

方
の
情
報
を
、
災
害
協
力
隊
等
の
地

域
団
体
に
提
供
し
ま
す
。
災
害
協
力

隊
等
は
訪
問
調
査
等
を
行
い
、
具
体

的
な
避
難
支
援
の
方
法
を
検
討
し
た
、

個
別
の
避
難
支
援
計
画（
個
別
計
画
）

を
作
成
し
ま
す
。
な
お
、
災
害
の
種

類
や
規
模
、
被
災
状
況
に
よ
っ
て
は
、

支
援
が
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
こ
と

を
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

避
難
に
支
援
を
要
す
る
方
の
情
報

を
平
常
時
か
ら
地
域
の
中
で
共
有
し
、

災
害
に
備
え
る
こ
と
で
地
域
防
災
力

の
向
上
を
目
指
し
ま
す
。

※
消
防
署
・
警
察
署
・
社
会
福
祉
協

議
会
と
は
、
届
出
の
有
無
に
関
わ
ら

ず
今
回
作
成
す
る
名
簿
を
共
有
し
ま

す
。

登
録
届
出
方
法

今
年
度
の
名
簿
に
登
録
す
る
に
は
、

5
月
31
日
（
火
）
ま
で
に
手
続
き
し

て
く
だ
さ
い
。

﹇
受
付
窓
口
﹈区
役
所
（
福
祉
課
、
防

災
課
、障
害
者
支
援
課
）、
保
健
所
保

健
予
防
課
、
各
保
健
相
談
所
、
長
寿

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
、
長
寿
サ
ポ
ー

ト

﹇
提
出
書
類
﹈「
江
東
区
避
難
行
動
要

支
援
者
名
簿
の
登
録
届
出
書
兼
外
部

提
供
同
意
書
」

問
﹇
避
難
行
動
要
支
援
者
に
関
す

る
こ
と
﹈福
祉
課
福
祉
管
理
係

�（
3
6
4
7
）4
3
1
8

FAX（
3
6
4
7
）9
1
8
6

﹇
区
の
防
災
対
策
全
般
に
関
す
る
こ

と
﹈防
災
課
災
害
対
策
係

�（
3
6
4
7
）9
5
8
7

FAX（
3
6
4
7
）8
4
4
0

※各団体には管轄・担当区域の名簿を提供

お
早
め
に
気
軽
に
ご
相
談
を

区
で
は
「
生
活
困
窮
者
自
立
支
援

法
」
に
基
づ
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
済

的
な
困
り
ご
と
に
つ
い
て
相
談
を
受

け
付
け
る
窓
口
を
設
け
て
い
ま
す
。

「
収
入
が
不
安
定
で
家
賃
や
税
金

を
滞
納
し
て
い
る
」「
家
族
が
病
気

や
ひ
き
こ
も
り
で
仕
事
が
で
き
な

い
」
な
ど
失
業
・
借
金
・
家
計
か
ら

生
じ
る
経
済
的
な
困
り
ご
と
に
つ
い

て
、
専
門
知
識
と
経
験
を
有
す
る
相

談
員
が
解
決
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

窓
口
で
は
相
談
員
が
悩
み
事
を
お

聞
き
し
、
問
題
解
決
に
向
け
た
施
策

や
情
報
を
提
供
し
ま
す
。
経
済
的
な

困
り
ご
と
を
抱
え
て
い
る
方
は
、
一

人
で
悩
ま
ず
、
早
め
に
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

※
江
東
区
在
住
で
、
経
済
的
に
お
困

り
の
方
な
ら
ど
な
た
で
も
ご
相
談
で

き
ま
す
。

住
居
確
保
給
付
金
事
業

離
職
し
た
方
で
、
就
労
能
力
と
就

労
意
欲
の
あ
る
方
に
常
用
就
職
に
向

け
、
賃
貸
住
宅
の
家
賃
を
支
給
し
ま

す
（
給
付
条
件
・
期
間
や
金
額
の
上

限
が
あ
り
ま
す
）。

就
労
準
備
支
援
事
業

江
東
区
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー
（
塩

浜
2
―
5
―
16
）で
、
生
活
訓
練（
生

活
リ
ズ
ム
の
確
立
）、
社
会
訓
練（
模

擬
面
接
）、
就
労
訓
練
（
就
職
活
動

の
ス
キ
ル
や
知
識
の
取
得
）
な
ど
を

行
い
ま
す
。

ま
た
、
早
期
の
就
労
が
難
し
い
方

に
は
職
業
体
験
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
体

験
を
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

問
﹇
深
川
地
区
お
よ
び
東
砂
6
〜

8
丁
目
、
南
砂
、
新
砂
に
お
住
ま
い

の
方
の
相
談
窓
口
﹈

保
護
第
一
課（
区
役
所
2
階
24
番
）

�（
3
6
4
7
）8
4
8
7

﹇
城
東
地
区
の
う
ち
亀
戸
、
大
島
、
北

砂
、
東
砂
1
〜
5
丁
目
、
夢
の
島
、

新
木
場
、
若
洲
に
お
住
ま
い
の
方
の

相
談
窓
口
﹈

保
護
第
二
課
（
総
合
区
民
セ
ン
タ

ー
1
階
（
大
島
4
―
5
―
1
））

�（
3
6
3
7
）3
7
4
1

※
そ
の
ほ
か
、
区
役
所
2
階
に
ハ
ロ

ー
ワ
ー
ク
の
常
設
窓
口
（
江
東
就
職

サ
ポ
ー
ト
コ
ー
ナ
ー
）
を
設
置
し
、

生
活
に
お
困
り
の
方
等
の
就
職
先
を

紹
介
し
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
も
ご
利

用
く
だ
さ
い
（
予
約
制
）。

�（
3
6
4
7
）4
3
8
7

医
療
機
関
等
の
窓
口
で
支
払
う
国

民
健
康
保
険
お
よ
び
後
期
高
齢
者
医

療
一
部
負
担
金
、
介
護
保
険
の
利
用

者
負
担
金
は
、
区
が
交
付
す
る
証
明

書
等
の
提
示
に
よ
り
免
除
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
料
・
介
護

保
険
料
も
減
免
さ
れ
ま
す
。

平
成
27
年
度
に
証
明
書
の
交
付
を

受
け
た
方
に
は
、
案
内
を
お
送
り
し

ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

人
東
日
本
大
震
災
で
、
帰
還
困
難

区
域
等
、
上
位
所
得
層
（
※
1
）
を

除
く
旧
避
難
指
示
区
域
等
お
よ
び
平

成
27
年
度
に
指
定
が
解
除
さ
れ
た
旧

避
難
指
示
解
除
準
備
区
域
に
お
い
て

被
災
し
、
転
入
さ
れ
た
方

﹇
延
長
期
間
﹈

①
帰
還
困
難
区
域
等
お
よ
び
上
位
所

得
層
（
※
1
）
を
除
く
旧
避
難
指
示

区
域
等
・
平
成
27
年
度
に
指
定
が
解

除
さ
れ
た
旧
避
難
指
示
解
除
準
備
区

域
か
ら
の
転
入
者

・
国
民
健
康
保
険
一
部
負
担
金
、
後

期
高
齢
者
医
療
一
部
負
担
金
、
介
護

保
険
利
用
者
負
担
金
の
免
除
：
平
成

29
年
2
月
28
日
（
火
）
ま
で

・
国
民
健
康
保
険
料
、
介
護
保
険
料

の
減
免
：
平
成
29
年
3
月
分
ま
で

②
平
成
27
年
度
に
指
定
が
解
除
さ
れ

た
旧
避
難
指
示
解
除
準
備
区
域
か
ら

の
転
入
で
上
位
所
得
層
（
※
1
）
の

方・
負
担
金
の
免
除
、
保
険
料
の
減
免

と
も
に
平
成
28
年
9
月
末
（
※
2
）

ま
で

※
1
：
医
療
保
険
は
加
入
者
全
員
の

年
間
所
得
額
の
合
計
金
額
が
6
0
0

万
円
を
超
え
る
世
帯
、
介
護
保
険
は

被
保
険
者
本
人
の
合
計
所
得
金
額
が

6
3
3
万
円
以
上
（
詳
細
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
）

※
2
：
保
険
料
の
減
免
は
、
平
成
28

年
4
月
〜
9
月
ま
で
に
相
当
す
る
月

割
算
定
額

問
﹇
国
保
・
後
期
高
齢
者
医
療
に
関

す
る
こ
と
﹈

医
療
保
険
課
保
険
給
付
係

�（
3
6
4
7
）3
1
6
8

医
療
保
険
課
収
納
管
理
係

�（
3
6
4
7
）8
5
2
0

﹇
介
護
保
険
に
関
す
る
こ
と
﹈

介
護
保
険
課
給
付
係

�（
3
6
4
7
）9
4
9
8

介
護
保
険
課
資
格
保
険
料
係

�（
3
6
4
7
）9
4
9
3

介
護
保
険
法
の
改
正
に
伴
い
、
平

成
27
年
4
月
以
降
は
、
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
の
新
規
入
所
者
が
原
則
、

要
介
護
度
3
以
上
の
方
に
限
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

要
介
護
度
1
ま
た
は
2
の
方
は
、

特
例
入
所
対
象
（
や
む
を
得
な
い
事

由
が
あ
る
）
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の

み
入
所
対
象
と
な
り
ま
す
。

す
で
に
本
区
に
特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
入
所
申
し
込
み
を
さ
れ
て
い
る

要
介
護
度
3
以
上
の
方
で
新
た
に
要

介
護
度
が
1
・
2
に
変
更
と
な
っ
た

場
合
は
別
途
、「
特
例
入
所
要
件
該

当
申
告
書
」（
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
等

の
署
名
が
必
要
）
お
よ
び
入
所
申
込

書
類
（
変
更
届
）
の
提
出
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

特
例
入
所
要
件
に
該
当
し
、
入
所

申
込
継
続
を
希
望
の
方
は
特
例
入
所

要
件
該
当
申
告
手
続
き
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

必
要
書
類
の
提
出
が
要
介
護
度
認

定
日
の
翌
月
末
ま
で
に
な
い
場
合
は

申
込
取
り
下
げ
と
な
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

﹇
提
出
先
﹈お
近
く
の
長
寿
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
お
よ
び
長
寿
サ
ポ
ー
ト

（
区
内
21
か
所
）ま
た
は
長
寿
応
援
課

施
設
支
援
係
（
区
役
所
3
階
8
番
）

窓
口
で

問
長
寿
応
援
課
施
設
支
援
係

�（
3
6
4
7
）9
3
2
9

FAX（
3
6
4
7
）9
2
4
7

※
4
月
か
ら
窓
口
お
よ
び
電
話
番
号

が
変
わ
り
ま
し
た
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

提供団体等

消防署、警察署、社会福祉協
議会、拠点避難所（区立小・
中学校）

災害協力隊（町会、自治会等
を単位として組織される自主
防災組織）、民生・児童委員、
長寿サポートセンター、長寿
サポート

名簿登録対象者

区で名簿登録の対
象としている方
（右記①～⑤）

右記①～④のうち、
名簿の外部提供に
同意（登録届出）
した方および⑤の
方

名簿種別

関係機関共
有方式名簿

同意方式
名簿


